
問
昨
年
、
次
年
度
に
新
た
に
防
災
計

画
を
見
直
し
、
防
災
マ
ッ
プ
の
新
規

作
成
等
も
行
う
と
の
回
答
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
進
捗
状
況
を
伺
う
。

①
避
難
所
、
避
難
場
所
の
効
果
的
活

用
の
内
容
。

②
災
害
時
に
お
け
る
一
避
難
所
に

対
し
て
の
配
置
人
員
数
と
職
員
の

任
務
及
び
町
全
体
で
何
カ
所
の
避

難
所
が
開
設
運
用
で
き
る
の
か
。

③
防
災
無
線
の
購
入
総
数
は
把
握

し
て
い
る
の
か
。
そ
の
後
の
配
布
状

況
と
残
数
の
今
後
の
予
定
は
。

④
防
災
無
線
の
活
用
範
囲
は
。

⑤
避
難
所
、
避
難
場
所
等
の
標
識
は

落
ち
度
な
く
現
地
確
認
と
状
況
の

把
握
を
し
て
い
る
か
。

⑥
非
常
用
資
機
材
と
非
常
食
等
の

準
備
状
況
、
保
管
場
所
の
整
備
と
利

便
性
の
確
保
が
で
き
て
い
る
か
。

⑦
職
員
の
非
常
時
に
お
け
る
呼
集

段
階
と
所
要
時
間
は
。

町
長

①
指
定
緊
急
避
難
場
所
に
つ
い
て

は
、
関
係
住
民
と
の
協
議
、
現
地
調

査
が
必
要
と
判
断
し
、
今
後
早
急
に

協
議
、
現
地
調
査
を
行
い
解
除
を
含

め
決
め
て
い
き
た
い
。

②
避
難
所
の
開
設
は

カ
所
中
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カ
所
の
開
設
予
定
。
原
則
は
一

10避
難
所
２
名
の
職
員
を
配
置
予
定
。

任
務
は
施
設
の
安
全
確
認
後
、
避
難

者
の
受
け
入
れ
を
町
内
会
長
等
と

連
携
し
運
営
す
る
。

③
現
時
点
で
２
２
２
５
台
が
貸
与

済
み
、７
７
５
台
が
未
貸
与
。今
後
、

範
囲
を
広
め
配
置
を
推
進
し
て
い

く
。

④
防
災
無
線
は
、
条
例
に
基
づ
き
災

害
の
予
防
・
応
急
対
策
・
復
旧
、
そ

の
他
緊
急
を
要
す
る
情
報
伝
達
、
町

の
公
示
・
広
報
事
項
の
伝
達
・
国
等

そ
の
他
公
共
機
関
か
ら
の
周
知
事

項
の
伝
達
に
使
用
と
い
う
規
定
に

基
づ
き
引
用
。
住
民
の
生
命
・
財
産

に
危
機
が
及
ぶ
恐
れ
が
あ
る
場
合

な
ど
の
基
準
に
照
ら
し
運
用
し
て

い
る
。

⑤
各
標
識
に
つ
い
て
は
、
早
期
に
修

正
し
て
い
く
。

⑥
食
料
品
は
備
蓄
目
標
に
対
し
て

約

％
、
令
和
３
年
度
末
で
１
０

30
０
％
の
予
定
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は

令
和
４
年
度
末
と
な
る
。
保
管
場
所

は
、
庁
舎
建
替
の
た
め
旧
東
陵
中
学

校
や
保
健
福
祉
会
館
、
保
育
所
で
保

管
。
新
庁
舎
完
成
後
、
管
理
の
容
易

性
、
利
便
性
に
よ
り
分
庁
舎
で
の
保

管
を
予
定
。

⑦
呼
集
段
階
は
、
第
１
か
ら
第
３
非

常
配
備
ま
で
あ
る
。
所
要
時
間
は
約

％
の
職
員
は
徒
歩

分
以
内
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の
距
離
に
居
住
し
、
条
件
を
設
定
し

な
い
場
合
、
１
時
間
以
内
で
参
集
を

想
定
し
て
い
る
。

問
マ
ッ
プ
の
作
成
時
期
が
不
明
で

あ
る
、
明
記
す
べ
き
で
は
。

危
機
管
理
室
長

明
確
に
時
期
を
記
載
し
た
い
。

問
一
避
難
所
に
２
名
配
置
と
の
こ

と
だ
が
、
よ
り
詳
細
に
任
務
分
担
が

必
要
な
の
で
は
。

危
機
管
理
室
長

職
員
の
数
、
或
い
は
町
内
会
等
で

協
力
で
き
る
数
を
検
討
し
直
し
回

答
し
た
い
。

問
防
災
無
線
の
活
用
範
囲
は
、
防
災

だ
け
で
な
く
、
町
民
生
活
に
関
す
る

情
報
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
、

消
防
に
関
す
る
情
報
等
を
そ
れ
ぞ

れ
町
民
に
知
ら
せ
、
安
心
安
全
を
確

保
す
る
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
。

危
機
管
理
室
長

検
討
し
て
運
用
の
範
囲
を
考
え

る
。

問
新
規
に
増
え
た
避
難
場
所
の
倶

知
安
高
校
、
倶
知
安
農
業
高
校
に
標

識
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

危
機
管
理
室
長

予
算
化
し
て
早
期
に
設
置
、
ま
た

は
配
置
見
直
し
に
よ
り
設
置
す
る
。

問
保
管
場
所
を
一
括
集
中
保
管
で

き
な
い
理
由
は
。

町
長備

蓄
管
理
は
一
目
で
わ
か
る
倉

庫
管
理
に
努
め
た
い
。

一般質問 森下 義照 議員
もりした よしてる

防災計画の見直しの進捗状況は

町長 住民の命、一人も亡くさない体制の確立

適切な管理が求められる旧東陵中学校
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